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大里広域市町村圏組合人事行政の運営等の状況について 

 

 大里広域市町村圏組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成 18年条例第４

号）に基づき、以下のとおり人事行政の運営等の状況を報告します。 

 

 １．職員の任免および職員数に関する状況 

  (1)採用の状況 

   令和６年度および令和７年度も、新規職員の採用はありませんでした。 

 

  (2)再任用の状況 

   令和６年度はフルタイム勤務職員１人（うち女性０人）の任期を更新しました。 

 

  (3)職位別任用状況 

   副課長相当職以上の令和６年４月１日現在の職員数は１４人であり、内訳は次のと

おりです。 

 部長相当 課長相当 副課長相当 合計 

職員数 ２人 ３人 ９(３)人 １４(３)人 

  ＊（ ）内は、女性の数で、内書きとなっています。 

 

   副課長相当職以上の令和７年４月１日現在の職員数は１４人であり、内訳は次のと

おりです。 

 部長相当 課長相当 副課長相当 合計 

職員数 ２(１)人 ３人 ７(２)人 １２(３)人 

  ＊（ ）内は、女性の数で、内書きとなっています。 

 

  (4)退職の状況 

   令和６年度の退職者はいませんでした。 
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  (5)部門別職員数の状況 

   令和５年度から令和７年度までの各年度４月１日現在の部門別職員数の状況は次の

とおりです。 

       区 分 

部 門 

   職員数（人）   対前年増減数（人） 

５年度 ６年度 ７年度 ５年度 ６年度 ７年度 

一般行政部門 総 務 6 6 6 0 0 0 

衛 生 17 17 15 0 0 -2 

普 通 会 計  計 23 23 23 0 0 0 

公営企業等 

会計部門 

介 護 23 23 23 0 0 0 

小 計 23 23 23 0 0 0 

合 計 46 46 44 0 0 -2 

  ＊職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職・派遣職

員等を含み、会計年度職員または非常勤職員を除いています。 

 

  (6)令和７年４月１日現在の職員内訳 

市町名 熊谷市 深谷市 寄居町 組合 合計 

職員数（人） 23 16 4 1(1) 44(1) 

  ＊市町名は、派遣元の団体名です。 

  ＊（ ）内はフルタイム勤務の再任用職員数で、内書きとなっています。 

 

 ２．職員の人事評価の状況 

  (1)評価制度の概要 

 熊谷市からの職員については、熊谷市人事評価実施規定、深谷市からの派遣職員に

ついては深谷市人事評価実施規定を、寄居町からの派遣職員については寄居町職員人

事評価実施規定を準用しています。 

 

 ３．職員の給与の状況 

  (1)人件費の状況 

   令和６年度大里広域市町村圏組合事業全体の決算における人件費の状況は、次のと

おりです。                   

住民基本台帳人口 

(外国人登録を含む) 
会計区分 歳出額（Ａ) 人件費(Ｂ) 

人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

362,294人 

普通会計 4,815,856千円 229,791千円 4.8％ 

介護保険特別会計 34,396,252千円 277,169千円 0.8％ 

合 計 39,212,108千円 506,960千円 1.3％ 

   ＊人口は、令和７年４月１日現在です。 
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【用語の説明】 

 人件費 ···········常勤の職員に対する給料、職員手当および共済費、非常勤の職員に

対する報酬・社会保険料、退職者に対する退職手当等をいいます。 

 

(2)職員給与費の状況 

   令和６年度大里広域市町村圏組合事業全体の決算における職員給与費の状況は、次

のとおりです。 

職員数 

（Ａ） 

給 与 費  職員１人当たり 

給与費（Ｂ／Ａ） 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ） 

46人 201,846千円 33,428千円 88,848千円 324,122千円 7,046千円 

  ＊職員手当には、退職手当を含みません。 

 

 【用語の説明】 

 職員給与費 ·······常勤の一般職の職員に支給する給料および職員手当（退職手当を除

く）をいいます。 

 

  (3)平均給料月額および平均年齢 

   令和７年４月１日現在の職員の平均給料月額および平均年齢は、次のとおりです。 

    職 種 平均給料月額 平均年齢 

一般行政職 346,900円 45.9歳 

 【用語の説明】 

 一般行政職 ·······国の指定統計調査である地方公務員給与実態調査等において職種を

区分する際に用いられるもので、税務職、看護・保健職、福祉職、

消防職、企業職、技能労働職、教育職等を除いた職員をいいます。 

 

  (4)級別職員数 

   令和７年４月１日現在の一般行政職の級別の職員数は、次のとおりです。 

職員数構成比 職員数 構成比 

８級 局長・次長  ２人 4.5%  

７級 課 長  ３人 6.8%  

６級 副 課 長  ７人 15.9%  

５級 主 幹  ２人 4.5%  

４級 係長・主査 １６人 36.4%  

３級 主 任 １２人 27.4%  

２級 主   事  ２人 4.5%  

計 ４４人 100.0%  
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  (5)職員手当の状況 

   ア 期末・勤勉手当 

    期末・勤勉手当は、民間のボーナスに相当する手当です。 

    令和７年４月１日現在の期末・勤勉手当の支給割合は、次のとおりです。 

 ６月期 12月期 合計 

期末手当 1.25(0.7)月分 1.25(0.7)月分 2.5(1.4)月分 

勤勉手当 1.05(0.5)月分 1.05(0.5)月分 2.1(1.0)月分 

  ＊期末・勤勉手当には、職制上の役職・職務の級等による加算措置があります。 

  ＊（ ）内は、再任用職員の支給割合です。 

 

   イ 退職手当 

    退職手当は、退職事由および勤続年数に応じて支給されます。 

    当組合採用職員の退職手当については、埼玉県市町村職員総合事務組合（地方自

治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 204 条第２項に規定する常勤の職員に対する退職

手当に関する事務を行っている組合）に加入しています。 

    

 

   ウ 地域手当 

    地域手当は、民間賃金が高い地域に在勤する職員に対し支給される手当です。国

の基準では最高２０％から最低３％と定められています。 

    令和７年４月１日現在、当組合では給料、管理職手当および扶養手当の合計額の

３％が支給されています。 

 

   エ 特殊勤務手当 

    特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他の著しく特

殊な勤務に従事する職員に対して支給される手当です。 

    令和６年度の特殊勤務手当の支給額の合計は、２１千円となっています。 

 

   オ 時間外勤務手当 

    時間外勤務手当は、管理職以外の職員が正規の勤務時間外に勤務したときに支給

される手当です。 

    令和６年度の時間外勤務手当の支給状況は、次のとおりです。 

支 給 額 職員１人当たりの支給額 

7,351千円 230千円 
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   カ 扶養手当 

    令和７年４月１日現在の扶養手当の支給要件および支給月額は、次のとおりです。 

支給要件 支給額 

配偶者（7級以下） 4,500円 

子（１人につき） 11,500円 

特定加算（満 16歳～22歳の子） 5,000円 

父母等（8級）（１人につき） 3,500円 

父母等（7級以下）（１人につき） 6,500円 

 

   キ 住居手当 

    令和７年４月１日現在の住居手当の支給要件および支給月額は、次のとおりです。 

支 給 要 件 支  給  額 

貸家・貸間 家賃の額に応じて28,000円を限度に支給 

 

   ク 通勤手当 

    令和７年４月１日現在の通勤手当の支給要件および支給額は、次のとおりです。 

支 給 要 件 支  給  額 

交通機関等（電車等）利用 運賃等相当額（１月当たり150,000円を限度） 

交通用具（自動車等）使用 距離に応じた額（3,100円～26,100円） 

  ＊「運賃等相当額」は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と

認められる通常の通勤の経路および方法による運賃等の額により算出します。 

 

  (6)特別職の報酬等 

   令和７年４月１日現在の特別職の報酬等は、次のとおりです。 

 年 額 

報酬 

 

議 長 70,000円 

副 議 長  57,000円 

議 員 47,000円 

給料 
管 理 者  88,000円 

副 管 理 者 79,000円 
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 ４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

  (1)勤務時間の概要 

   職員の勤務時間は、１週間当たり３８時間４５分と定められており、毎週月曜日か

ら金曜日までの、それぞれ午前８時３０分から午後５時１５分までの勤務となります。

そのうち、正午から午後１時までの間は休憩時間となっています。 

   なお、職場によっては、上記と異なる場合があります。 

 

  (2)休暇制度の概要、種類等 

   職員の休暇には、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇および組合休暇が

あり、それぞれの概要は次の通りです。 

   ア 年次有給休暇 

    労働基準法第 39条の規定に基づいて与えられる有給による休暇で、１年度につき

最高２０日が付与され、翌年度に最高２０日を繰り越すことができます。 

   イ 病気休暇 

    負傷または病気のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ない

と認められる場合における有給の休暇です。 

   ウ 特別休暇 

    特別の事由により、職員が勤務しないことが相当である場合における有給の休暇

です。 

    なお、特別休暇には次の種類があります。 

     ・公権公務関係 

      選挙権等の行使、裁判員・証人等で官公署へ出頭する場合 

     ・母性保護関係 

      産前・産後休暇、妊婦の通院休暇、妊婦の通勤緩和休暇、妊婦障害休暇、育

児時間休暇、生理休暇 

     ・慶弔関係 

      忌引休暇、配偶者および父母の祭日休暇、結婚休暇 

     ・災害事故等関係 

      感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律による交通遮断等、

災害による住居の消滅、災害または交通機関の事故、災害時の通勤途上におけ

る危険回避等による休暇 

     ・家族看護休暇 

      夫の出産補助休暇、男性職員の育児参加休暇、子の看護休暇、短期介護休暇 

     ・福利厚生関係 

      不妊治療休暇、ドナー休暇、ボランティア休暇、夏季休暇 

   エ 介護休暇 

     配偶者、父母、子、配偶者の父母等の親族で負傷、疾病または老齢により２週

間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるもの（以下、「要介護者」という。）
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の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における無給

の休暇です。 

   オ 介護時間 

     要介護者の介護をするため、２時間の範囲内で勤務しないことが可能な無給の 

休暇です。 

カ 組合休暇 

    職員団体の業務または活動に従事する期間における無給の休暇です。 

 

  (3)年次有給休暇の取得状況 

   令和６年度の年次有給休暇の平均取得日数は、９．６日となっています。 

 

  (4)時間外勤務の状況 

   令和６年度の職員１人当たりの月平均時間外勤務時間は６．６時間となっています。 

 

 ５．職員の休業に関する状況 

  (1)育児休業等の取得状況 

   ア 育児休業 

    育児休業は、３歳に満たない子を養育するため、子が３歳に達するまでの期間を

限度として職務に従事しないことを可能とする制度で、育児休業をしている期間の

給与は支給されません。 

    令和６年度において、育児休業の取得者は１人でした。 

 

   イ 部分休業 

    部分休業は、小学校就学前の子を養育するため、子が小学校就学の始期に達する

までの期間を限度として１日の勤務時間の一部（２時間を限度）について職務に従

事しないことを可能とする制度で、部分休業をした期間の給与は減額されます。 

    令和６年度において、部分休業の取得者はいませんでした。 

 

   ウ 配偶者同行休業の取得 

    配偶者同行休業は、職員の配偶者が６か月以上の外国勤務や就学等をすることに

なった場合、配偶者と外国で生活を共にできるよう、職員の身分を保有したまま職

務には従事しないこと（休業）を認める制度で、配偶者同行休業をしている期間の

給与は支給させません。 

    令和６年度において、配偶者同行休業の取得者はいませんでした。 

 

 ６．職員の分限および懲戒の処分の状況 

  (1)分限処分の状況 

   分限処分は、勤務実績が良くない場合や、法律または条例に規定される一定の事由
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により公務能率の維持向上を目的として行われる不利益処分で、免職、降任、休職お

よび降給があります。 

   令和６年度において分限処分を受けた者はいませんでした。 

 

 【用語の説明】 

 免職 ·············職員の身分を失わせる処分をいいます。 

 降任 ·············職員を下位の職に任命する処分をいいます。 

 休職 ·············職員の身分を保有させたまま職員を職務に従事させない処分をいい

ます。 

 降給 ·············職員が現に決定されている給料の額よりも低い額の給料に決定する

処分をいいます。 

 

  (2)懲戒処分の状況 

   懲戒処分は、法令に違反した場合等、法律に規定される一定の事由により公務の規

律と秩序を維持することを目的として行われる不利益処分で、免職、停職、減給およ

び戒告があります。 

   令和６年度において、懲戒処分を受けた者はいませんでした。 

 【用語の説明】 

 免職 ·············職員の身分を失わせる処分をいいます。 

 停職 ·············職員の身分を保有させたまま職員を勤務に従事させない処分をいい

ます。 

 減給 ·············一定期間だけ給料の一部の支給を停止する処分をいいます。 

 戒告 ·············職員がその責任を確認し、その将来を戒める処分をいいます。 

 

 ７．職員の服務の状況 

  (1)職員の守るべき義務の概要 

   職員には、次のような服務上の義務があり、強い制約を課しています。 

内      容 地方公務員法の該当条文 

法令および上司の命令に従う義務 第32条 

信用失墜行為の禁止 第33条 

秘密を守る義務 第34条 

職務専念義務 第35条 

政治的行為の制限 第36条 

争議行為等の禁止 第37条 

営利企業等の従事制限 第38条 
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  (2)職務専念義務免除の状況 

   職員は、法律または条例に特別の定めがある場合のほかは、その勤務時間および職

務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければなりません（地方公務員

法第 35条）。ただし、「職務に専念する義務の特例に関する条例」等により、厚生に関

する計画の実施に参加する場合等に、任命権者の承認を得て、職務専念義務が免除さ

れることがあります。 

   令和６年度において承認されたものは、厚生事業の一環として人間ドックを受診し

たものが１１件、リフレッシュ休暇が 1件などとなっています。 

 

  (3)営利企業等従事の許可状況 

   職員は、任命権者の許可を得なければ、営利を目的とする会社等の役員を兼ねたり、

報酬を得ていかなる事業もしくは事務にも従事したりしてはならないとされています

（地方公務員法第 38条）。 

   令和６年度において、許可を受けた者はいませんでした。 

 

 ８．職員の退職管理の状況 

  (1)退職管理の状況 

   離職後に営利企業*1に再就職した元職員は、離職前５年間に在籍していた執行機関の

組織等の職員に対して、当該営利企業等と当組合との間の契約等事務*2について、離職

後２年間、離職前５年間の職務上の行為をする（しない）ように、要求または依頼す

ること（以下「働きかけ」という。）等が禁止されています。 

 

  *１「営利企業」とは、営利企業および非営利法人（国、国際機関、地方公共団体、特

定独立行政法人および特定地方独立行政法人を除く。）をいいます。 

  *２「契約等事務」とは、営利企業等と当組合との間で締結される売買、賃貸、請負そ

の他の契約または営利企業等に対する行政手続法に定める処分に関する事務をい

います。 

(2)働きかけの状況 

令和６年度においては、働きかけに係る事案はありませんでした。 

 

 ９．職員の研修 

  (1)研修の概要 

   研修については、主に派遣元団体からの参加要請により、職務の階層に応じて実施

する階層別研修や専門研修等に職員を参加させています。そのほか、全職員を対象に

情報セキュリティ研修、人権問題研修を実施しています。 

   令和６年度は、派遣元団体からの参加要請により９人の職員が研修に参加しました。 
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  ○令和６年度 研修実施状況 

研修名 対象者 参加人数 備考 

階層別研修 
熊谷市、深谷市及

び寄居町派遣職員 
9人  

特別研修 受講希望職員 1人  

情報セキュリティ研修 全職員 46人  

人権問題研修 全職員 46人  

交通安全研修 全職員 46人  

 

 １０．職員の福利および利益の保護の状況 

  (1)福利厚生制度の概要 

   職員の共済制度は、地方公務員法第 43条に基づいて定められた地方公務員等共済組

合法によって具体的に定められています。共済制度を運用し実施する主体は、埼玉県

市町村職員共済組合です。 

   市町村職員共済組合では、組合員である職員とその家族の病気、けが、出産、死亡、

休業または災害に対して必要な給付を行う「短期給付事業」、職員の退職、障害または

死亡に対して年金または一時金の給付を行う「長期給付事業」、健康の保持増進事業、

住宅資金の貸付け等を行う「福祉事業」の大きく分けて３つの事業を行っています。 

   その他福利厚生事業として健康診断を実施するほか、職員の互助会組織である大里

広域市町村圏組合職員共済組合において、職員の冠婚葬祭等に対しての給付や人間ド

ックに対する補助等を行っています。 

 

  (2)福利厚生制度に係る負担状況 

   市町村職員共済組合の事業を運営する費用は、組合員である職員の掛け金と使用者

である組合の負担金によって賄われています。組合の負担金の率は法定されており、

令和６年度は、69,486千円の負担金を支出しました。 

   その他、令和６年度は、大里広域市町村圏組合職員共済組合に対して、166千円の補

助金を交付しました。 

 

  (3)公務災害の発生状況 

   公務災害補償制度は、職員が公務上の災害または通勤による災害を受けた場合に、

その災害によって生じた損害の補てんと、被災職員の社会復帰の促進および職員・遺

族の援護を図るために必要な事業を行うことを目的としています。具体的には、地方

公務員法第 45条に基づいて定められた地方公務員災害補償法によって定められていま

す。 

   令和６年度には、公務災害はありませんでした。 
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 １１．公平委員会の業務の状況 

  (1)勤務条件に関する措置の要求の状況 

   令和６年度において、勤務条件に関する措置の要求に係る事案はありませんでした。 

 

 【用語の説明】 

 勤務条件に関する措置の要求 ··· 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、地方公共団

体の当局により適切な措置が執られるように、職員が

地方公務員法第 46条の規定に基づき公平委員会に対し

て行う要求をいいます。 

 

  (2)不利益な処分についての審査請求の状況 

   令和６年度において、不利益な処分についての不服申し立てに係る事案はありませ

んでした。 

 

 【用語の説明】 

 不利益な処分についての審査請求 ······· 懲戒その他その意に反する不利益な処分を 

                    受けた職員が地方公務員法第 49 条の２の 

                    規定に基づき公平委員会に対して行う審査請

求をいいます。 

 


